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資料 2-① 
 

 

○枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程 

平成20年11月20日 

訓令第22号 

 

(目的) 

第1条 この訓令は、本市における会議の公開及び会議録の作成等に関し必要な事項を定めることによ

り、審議会等(審議会及び庁内委員会をいう。以下同じ。)の審議過程及び審議内容を明らかにすると

ともに、審議会等の公正な運営を確保し、もって本市における公正な行政運営の推進に資すること

を目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 審議会 次に掲げるものをいう。 

イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関 

ロ 枚方市専門委員設置規則(昭和58年枚方市規則第65号)第4条に規定する専門委員(地方自治法

第174条に規定する専門委員をいう。)による協議会 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、その設置の根拠にかかわらず、市の重要な施策・方針の決定

及び意思決定に当たり、その内容を審議し、及び意見を求めることを目的として設置される会議

体 

(2) 庁内委員会 次に掲げるものをいう。 

イ 枚方市庁内委員会規程(平成20年枚方市訓令第10号)に規定する庁内委員会 

ロ イに掲げるもののほか、法令等(法令、条例又は規則をいう。以下同じ。)又は訓令その他の内

部手続に基づき、本市の意思決定を行うに当たり設置される本市職員で構成する会議体 

 

(会議の公開等) 

第3条 審議会の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開

しないことができる。 

(1) 法令等の規定により非公開とされる場合 

(2) 枚方市情報公開条例(平成9年枚方市条例第23号)第6条の規定による非公開情報(以下「非公開情

報」という。)が含まれる事項について審議、調査等を行う場合 

(3) 公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な審議が著しく阻害され会議の目的が達成され

ないと認められる場合 

2 庁内委員会の会議は、非公開とする。 

 

(会議の公開等の決定) 

第4条 審議会の会議の公開又は非公開の決定は、当該会議に諮って行うものとする。 

2 審議会は、その会議について非公開とすることを決定したときは、その理由を明らかにしなければ

ならない。 

 



 

 

(公開の方法等) 

第5条 審議会の会議の公開は、当該会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行

うものとする。 

2 前項の場合において、審議会は、傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員を定めることが

できる。 

3 審議会は、当該会議の公開に当たっては、当該会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手

続その他必要な事項を定めるとともに、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなけれ

ばならない。 

4 審議会は、当該会議に際して当該会議の次第、提出資料等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなけれ

ばならない。 

 

(会議開催の周知) 

第6条 審議会の所管部署(会議体の庶務を担任する部署をいう。以下同じ。)は、その審議会の会議を

開催するに当たっては、次に掲げる事項を所定の掲示板及び市ホームページに掲載することにより、

事前に市民に周知しなければならない。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 案件名 

(5) 会議の公開、非公開の別及び非公開理由 

(6) 傍聴者の定員及び傍聴の手続 

(7) 所管部署の名称 

2 審議会の所管部署は、公開する会議にあっては、前項に掲げる手段に加え、当該会議の開催につい

て、市広報紙への掲載等により事前の周知に努めるものとする。 

 

(会議録の作成) 

第7条 審議会等の所管部署は、当該会議が公開又は非公開であるかにかかわらず、当該会議の終了後

速やかに、その会議録を作成しなければならない。 

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 出席者及び欠席者の氏名 

(5) 案件名 

(6) 提出された資料の名称 

(7) 審議内容 

(8) 決定事項 

(9) 会議の公開、非公開の別及び非公開理由 

(10) 会議録の公表、非公表の別及び非公表理由 

(11) 傍聴者の数 



 

 

(12) 所管部署の名称 

3 前項第7号の会議録の審議内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により記

載しなければならない。 

(1) 審議会 審議の経過が分かるように、発言内容を明確にして記録すること。 

(2) 庁内委員会 審議の概要をまとめ、審議の過程を明確にして記録すること。 

 

(会議録の公表) 

第8条 審議会等の所管部署は、会議録の確定後速やかに、原則として次に掲げる方法により、審議会

等の会議に係る会議録(公表することを決定したものに限る。)を一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 所管部署での閲覧 

(2) 行政資料コーナーへの配架 

(3) 市ホームページへの掲載 

2 前項第1号の規定により閲覧に供する会議録については、当該会議に提出した資料を添付しなけれ

ばならない。 

3 第4条の規定により、審議会の会議の非公開を決定した場合における当該会議録の公表方法につい

ては、当該審議会が決定するものとする。 

4 第1項第2号及び第3号の規定による閲覧は、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌

年度の末日まで行うものとする。 

 

(法令等に定めがある場合の取扱い) 

第9条 審議会の会議の公開並びに審議会等の会議録の作成及び公表について、法令等に特別の定めが

ある場合は、その定めるところによるものとする。 

 

(補則) 

第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の会議の公開並びに審議会等の会議録の作成及び公表

に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この訓令は、公布の日から施行する。 

(枚方市庁内委員会規程の一部改正) 

2 枚方市庁内委員会規程(平成20年枚方市訓令第10号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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○枚方市情報公開条例（抜粋） 

平成9年12月15日 

条例第23号 

 

(公開しないことができる情報) 

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことが

できる。 

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、特定の個人が

識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとされて

いる情報 

ロ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報 

ハ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5

条第1号ハに規定する公務員等をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の

遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行

の内容に係る部分 

ニ 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに相当する行為の際に実施機関が作成し、

又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開するこ

とが公益上必要があると認められる情報 

(2) 法令等の規定により、公開することができない旨が明示されているもの 

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体又はこれらに準ずる団体を除く。以下「法人等」という。)

又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当

該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。 

イ 人の生命、身体又は健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関する情報 

ロ 人の財産又は生活に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報 

(4) 市が国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)と協力して行う事

務事業又は国等から依頼、協議等を受けて行う事務事業に関して作成し、又は取得した情報であっ

て、公開することにより、市と国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの 

(5) 公開しないとの約束の下に、個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該約束の

締結が状況に照らし合理的であると認められるもの 

(6) 市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研究その他の意思形成過程に関

する情報であって、公開することにより、当該意思形成を適正又は公正に行うことに著しい支障

が生じると認められるもの 

(7) 市又は国等が行う取締り、監督、立入検査、入札、交渉、渉外、争訟、試験、人事その他の事

務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を著しく失わせ、又は

これらの事務事業の適正若しくは公正な執行を著しく妨げると認められるもの 

(8) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護、犯罪の予防その他の公共

の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの 

(平19条例22・一部改正) 



資料 2-③ 

 
 

  

 

枚方市都市景観審議会傍聴要領（案） 

 

傍聴手続 

会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴者受付票に住所、氏名等を

記入し、係員の指示に従い傍聴席に着くものとする。 

     

傍聴者の遵守事項 

傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。 

１ 静粛に傍聴し、みだりに傍聴席を離れないこと。 

２ 発言を求めたり、委員の発言に対して、拍手その他の方法により賛否

を表明しないこと。 

３ 張り紙､ゼッケン､たすき､旗等を使用した示威的行動をしないこと。 

４ 審議会の会長又は委員長の許可なく、録音、撮影等をしないこと。 

５ 閲覧に供された会議資料を持ち帰らないこと。 

６ その他会議の進行を妨げるような行為をしないこと。 

 

会議の秩序維持 

傍聴者がこの遵守事項に違反していると認められる場合において、審議会の

会長はこれを制し、その命令に従わないときは、これを退場させることができ

る。 

（案） 



 

 

傍聴希望者の方へ 

枚方市都市景観審議会 

 

１.傍聴の手続き 

（１）受付において傍聴者受付票に住所、氏名等を記入してください。 

（２）会場への入場等については、係員の指示に従ってください。 

 

２．傍聴者の遵守事項 

 傍聴者は、次の事項を遵守してください。 

（１）静粛に傍聴し、みだりに傍聴席を離れないこと。 

（２）発言を求めたり、委員の発言に対して、拍手その他の方法により賛

否を表明しないこと。 

（３）張り紙､ゼッケン､たすき､旗等を使用した示威的行動をしないこと。 

（４）審議会の会長又は委員長の許可なく、録音、撮影等をしないこと。 

（５）閲覧に供された会議資料を持ち帰らないこと。 

（６）その他会議の進行を妨げるような行為をしないこと。 

 

 

なお、傍聴者がこの遵守事項が守らない時は、審議会の会長はこれを注意し、

改めない時には、退場していただくことがあります。 

 

（案） 


	0間紙 2
	2-①枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程
	2-②枚方市情報公開条例(抜粋)
	2-③枚方市都市景観審議会傍聴要領（案）

